
目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(ｱ) 国際水準ＧＡ
Ｐの認証取得経
営体数

4,500経営体
（平成28年度）

13,500経営体
（平成31年度）

5,500経営体

(ｲ)　食品製造事
業者における
HACCPの考え
方に基づく衛生
管理を実施して
いる事業者の割
合

29％
（28年度）

80％
（33年度）

30%

施策 (1)　科学の進展等を踏まえた食品の安全確保の取組の強化

②　生産から消
費に至る一連の
食品供給行程に
おける安全管理
の取組の強化

(ｱ) ガイドライン
に則したＧＡＰ
導入産地割合

23%
（平成25年度）

70%
（平成30年度）

51% 見直し

②　生産から消
費に至る一連の
食品供給行程に
おける安全管理
の取組の強化

※　食料・農業・農村基本計画においては、「農業者や産地において、農業生産工程
管理（GAP）の導入が進んでいるものの、取組の水準にばらつきが見られることか
ら、「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」に則した一定
水準以上のGAPの普及、拡大を推進する」こととされている。このため、「ガイド
ラインに則したGAP導入産地割合」を指標として選定していた。
　しかしながら、ガイドラインに則したGAPをさらに発展させた国際水準のGAPを
実践する農業者の拡大が重要となっているため、国際水準ＧＡＰの認証取得経営体数
として指標を再設定した。

(ｲ) 中小規模層
（年間販売額１
億円～50億円）
の食品製造事業
者における
HACCP導入率

27％
（24年度）

50％
（35年度）

37% 見直し

※　中小規模層の食品製造事業者におけるHACCP導入率は、平成28年度に45％と
着実に増加しているところ。他方、諸外国でHACCPの義務づけが進んでいるという
国際情勢と、食中毒件数が下げ止まる中で食品安全の向上という社会的要請に対応し
ていくためには、小規模の事業者も含めてHACCPの考え方に基づく衛生管理の普及
を図っていくことが重要であることから、小規模の事業者も含めて食品製造事業者全
体の取組状況を指標とする必要がある。
　また、厚生労働省の有識者検討会のとりまとめを受け、業界団体が食品・業態ごと
にHACCPの考え方に基づく衛生管理のための手引書を作成する予定であることか
ら、手引書に従って衛生管理を行っている事業者も含めて導入状況を評価する必要が
ある。
　このため、「食品製造事業者におけるHACCPの考え方に基づく衛生管理を実施し
ている事業者の割合」を測定指標として選定した。
　目標値については、平成32年度までに概ね全ての食品・業態でHACCPの考え方
に基づく衛生管理のための手引書が作成され、その上で手引書が整備された食品・業
態の事業者が順次HACCPの考え方に基づく衛生管理を導入するものとして設定し
た。また、平成29年度から平成33年度までの目標値の設定に当たっては、毎年度、
一定の割合で増加するのに加え、平成32年度までに手引書が整備されることによ
り、導入が加速するものとして設定した。

指標の新設・見直し等について

中目標１ 食料の安定供給の確保

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ①　国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保 ［消費・安全局］
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目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(イ)　国民運動
を通じて「国産
農林水産物を意
識して購入する
ようになった」
と回答する消費
者の割合

4％
（27年度）

12％
（30年度）

9.3%

新設

2　「日本型食
生活」の推進や
「和食」の保
護・継承等を通
じた国産農産物
の消費拡大

施策 (1)　「日本型食生活」の実践を通じた食育の推進と国産農産物の消費拡大及び「和食」の保護・継承

※　国産農林水産物の消費拡大を推進するためには、国産農林水産物を意識して購入
する消費者の割合を増やすことが必要であり、そのためには、国産農林水産物・食品
の供給側である食品事業者等による国産消費拡大に向けた取組も必要である。
　このため、対象となる行政事業レビューシートおいて、それぞれに対応した、「①
国民運動を通じて「国産農林水産物を意識して購入するようになった」と回答する消
費者の割合」と「②国民運動に参加する事業者･団体数」をアウトカム指標として設
定しているところである。
　一方、政策評価においては、常時把握が可能な「国産農林水産物消費拡大運動に参
加する事業者数」を測定指標として設定していたが、外部有識者等からの意見を踏ま
え、上記２つの指標のうち、消費拡大の取組がどれだけ国民の意識変容に効果があっ
たのかを示す測定指標である「国民運動を通じて「国産農林水産物を意識して購入す
るようになった」と回答する消費者の割合」を追加することとした。
　目標値については、基準値である平成27年度の４％を３年間で３倍に増加させる
こととして、「30年度までに12％に向上」を設定した。また、平成29年度から平
成30年度までの目標値の設定に当たっては、毎年度、一定程度増加するものとして
設定した。

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ②　幅広い関係者による食育の推進と国産農産物の消費拡大、「和食」の保護・継承［食料産業局］
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目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(ｴ)　バイオマス
産業都市におけ
る産業規模

-
（-）

400億円
（37年度）

100億円

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(ｱ)　食品関連事
業者と農業者の
連携に向けての
商談件数

518件
（28年度）

1,000件
（各年度）

1,000件

施策 (2)　食品産業の競争力の強化

1　新たな市場
を創出するため
の環境づくりの
推進

(ｱ)　食品関連事
業者と農業者の
連携に向けての
商談件数

6件
（21年度）

155件
（各年度）

155件

③　生産・加工・流通過程を通じた新たな価値の創出による需要の開拓［食料産業局］

1　６次産業化
等の取組の質の
向上と拡大

(ｴ)　バイオマス
産業都市の構築

-
（-）

100地区
（30年度）

85地区 見直し

見直し

1　新たな市場
を創出するため
の環境づくりの
推進

※　農業の経営の発展とともに、食品産業全体の経営の発展のためには、農業者と食
品関連事業者との連携により、新たなそして安定的な食材の利用促進を図る必要があ
る。このため、農業者と食品関連事業者の連携の結びつきを拡げるため、産地懇談会
等の開催により、積極的な取組を促すきっかけや環境づくりに取り組んでいることか
ら、「食品関連事業者と農業者の連携に向けての商談件数」を測定指標として選定し
ている。
　目標値については、対象事業における過去の実績より、マッチングから商談まで進
む割合を約1５％と想定しており、平成29年度に対象事業を拡充したため、平成29
年度から平成32年度までの各年度の目標値については、事業実施主体（４事業者）
の計画から産地及び都市部懇談会によるマッチング総数を推計し、そのうち商談まで
進む件数を1,000件として設定した。

施策 (1)　６次産業化等の取組の質の向上と拡大に向けた戦略的推進

1　６次産業化
等の取組の質の
向上と拡大

※　バイオマス活用推進基本計画（平成22年12月17日閣議決定）の変更が、平成
28年９月16日に閣議決定され、変更後のバイオマス活用推進基本計画において、バ
イオマスを活用した産業については、「2025年（平成37年）に5,000億円の市場
が形成」されることを掲げているところである。バイオマス活用推進基本計画に掲げ
られた農林漁業・農山漁村の活性化や新たな産業の創出の実現に向け、本施策の効果
の実態を把握するためには、バイオマスの活用により生み出された経済的価値を測る
ことが重要であることから、測定指標を「バイオマス産業都市における産業規模」に
変更することとしたい。
　目標値については、バイオマス産業の規模におけるバイオマス産業都市の寄与の度
合いを、市町村バイオマス活用推進計画数及びバイオマス産業都市の構築数より推計
し、バイオマス産業都市における産業規模を設定した。また、平成29年度から平成
37年度までの目標値の設定に当たっては、毎年度、一定数程度増加するものとして
設定した。

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ③　生産・加工・流通過程を通じた新たな価値の創出による需要の開拓［食料産業局］

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野
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目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(ｱ)　農林水産
物・食品の輸出
額

4,497億円
（24年）

1兆円
（31年）

-

(イ)　新たなＪ
ＡＳ規格の制定
件数

-
（-）

20件
（32年度）

-

見直し

1　官民一体と
なった農林水産
物・食品の輸出

促進

※　国内の食市場が縮小する中、340兆円（2009年）から680兆円（2020年）
に拡大するといわれる世界の食のマーケットを目指した、日本産農林水産物・食品の
輸出拡大が必要であることから、「農林水産物・食品の輸出額」を測定指標として選
定している。
　「日本再興戦略」（平成25年６月14日閣議決定）において、農林水産物・食品の
輸出額を2020年（平成32年）までに１兆円とするとされた目標を、「未来への投
資を実現する経済対策」（平成28年8月2日閣議決定）において、平成31年に1年前
倒し達成を目指すこととされたことを踏まえ、目標年を変更することとしたい。
　なお、長期にわたる戦略的な取組が求められ、必ずしも短期間で効果が現れるもの
ではないことから、中間目標値（2016年（平成28年）に7,000億円）を除き単年
の目標値は設定していない。

- - - - 新設

※　一般に、規格・認証の活用は、事業者間の取引等において、産品や取組の内容に
ついて説明・証明を容易にし、取引の円滑化や販路の開拓等に寄与するものである。
　今般、国内市場が縮小傾向にある中、海外市場での我が国の輸出力強化を図ること
は喫緊の課題であるが、価値観や文化、商慣行が異なる者同士が取引を行う海外市場
では、必要な情報や信頼の担保のため、規格・認証の活用が有効である。
　以上を踏まえ、我が国の農林水産分野では低調であった規格・認証への戦略的対応
を推進するため、事業者の発意に応じ、国際化を見据え、我が国の強みのアピールに
つながる多様なＪＡＳ規格を制定・活用し得るよう、ＪＡＳ法を改正し平成29年６
月23日付けで公布した。
　このような中、制度面の整備だけでなく、事業者が自らの強みを活かせる規格を制
定し、取引に活用していくことが重要であることから、まずは事業者の発意に応じた
新たなＪＡＳ規格の制定を促進することとし、新たに制定されるＪＡＳ規格の数を測
定指標として選定した。
　目標値については、これまでよりもＪＡＳ規格制定数を大幅に増やしていく必要が
あることから、当面の目標として、平成29年度から平成32年度までの間に20規格
を制定することとして設定した。
　なお、規格制定には長期にわたる取組が求められ、必ずしも短期間で効果が現れる
ものではないことから、単年度の目標値は設定していない。

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ④　グローバルマーケットの戦略的な開拓［食料産業局］

施策 (1)　官民一体となった農林水産物・食品の輸出促進

1　官民一体と
なった農林水産
物・食品の輸出
促進

(ｱ)　農林水産
物・食品の輸出
額

4,497億円
（24年）

1兆円
（32年）

-
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目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(ｲ)　我が国農産
物の輸出力強化
につながる品種
の海外への品種
登録件数

0件
（29年度）

100件
（34年度）

-

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(ｱ)　震災の被災
地域における営
農再開が可能と
なる農地面積

－
（－）

約1.８万ha
（30年度）

約1.８万ha

見直し

①　被災地域の
災害に強い新た
な食料供給基地
としての再生・
復興

※平成２９年６月に改訂された「農業・農村の復興マスタープラン」の「津波被災農
地における年度ごとの営農再開可能面積の見通し」において、平成３０年度までに約
１．８万haの農地が営農再開可能と見込まれることから、これを目標値等に設定し
た。

施策 （３）農村地域の強靱化に向けた防災・減災対策

①　被災地域の
災害に強い新た
な食料供給基地
としての再生・
復興

(ｱ)　震災の被災
地域における営
農再開が可能と
なる農地面積

－
（－）

約１.７万ha
（28年度）

－

中目標２ 農業の持続的な発展

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ⑧　構造改革の加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備の推進　［農村振興局］

(ｲ)　植物新品種
の品種登録審査
に係る処理件数

1,019件
（26年度）

1,000件
（各年度）

1,000件 見直し

1　知的財産の
保護・活用によ
る農林水産物・
食品の高付加価
値化

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ④　グローバルマーケットの戦略的な開拓［食料産業局］

施策 (3)　知的財産の戦略的な創造・活用・保護

1　知的財産の
保護・活用によ
る農林水産物・
食品の高付加価
値化

※　国際競争力のある優良な植物新品種の開発を促進するのためには、品種登録審査
を着実に実施し、植物新品種の育成者権の適切な保護を図ることが重要であることか
ら、「品種登録審査の着実な推進」を測定指標として選定していた。
　「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年5月19日農林水産業・地域の活力創
造本部決定）において、輸出環境の整備の柱として「本物を守る」ため海外での知的
財産権の取得等への対応の支援が位置づけられていることから、海外における品種登
録数を測定指標とする見直しを行うこととしたい。
　目標値については、品種登録に要する期間は国内において平均2.7年程度である
が、海外への出願であること、果樹等は通常より長期になること等を考慮し、期間後
半に等比的に増加するものとして設定した。

5



目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

（イ）国産食肉
の利用拡大のた
めの国産牛肉、
豚肉、鶏肉の生
産量

牛肉51万トン
豚肉131万トン
鶏肉146万トン
（平成25年度）

牛肉52万トン
豚肉131万トン
鶏肉146万トン
（平成37年度）

牛肉52万トン
豚肉131万トン
鶏肉146万トン

（オ）茶の輸出
額

６６億円
（平成２５年）

１５０億円
（平成３１年）

１１８億円

（ア）全耕地面
積に占める有機
農業の取組面積
の割合

0.4%
（平成２4年度）

１％
（平成３0年）

0.7%

（イ）薬用作物
の栽培面積

５２４ｈａ
（平成２７年）

６３０ｈａ
（平成３２年）

５６４ｈａ

見直し
③園芸作物等の
供給力の強化 　「未来への投資を実現する経済対策」（平成28年8月閣議決定）において、農林

水産物・食品の輸出額目標１兆円を平成31年に１年前倒しで達成することとした。
　年ごとの目標値については、最近の輸出動向を踏まえ、28年から毎年16億円増と
して設定した。

④有機農産物や
薬用作物の生産
拡大

（ア）市町村に
おける有機農業
の推進体制の整
備率

16.8%
（平成２４年度）

50.0%
（平成３0年度）

37.8% 見直し

④有機農産物や
薬用作物の生産
拡大

６６億円
（平成２５年）

１５０億円
（平成３２年）

１１４億円

　市町村における有機農業の推進体制の整備率については、有機農産物の生産拡大の
達成状況を直接的に示す指標に見直しするため、28年度から有機農業の取組面積に
係る調査方法を見直した上で、「全耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合」の
指標として再設定した。
※　評価実施時期に評価対象年の実績値を把握できないことから、年ごとの目標値は
前年度の値を記入している。

（イ）薬用作物
の収穫面積

４５８ｈａ
（平成２４年）

５７３ｈａ
（平成３２年）

５０１ｈａ 見直し

　薬用作物の収穫面積については、「薬用作物に関する資料（日本特産農産物協
会）」の調査結果を用いているが、当該調査において、調査に協力しているデータ提
供先が、商取引上の理由により、収穫面積を非開示としているところが多く、収穫面
積が正確に反映されていないため、協力の得られやすい薬用作物の栽培面積を指標と
して再設定した。
　基準値については平成２７年栽培面積（同実績値）とし、目標値については、基準
値の２割増の６３０ｈａ（３２年）を栽培面積として設定し、年ごとの目標値は、一
定の割合で増加するものとして設定した。
※　評価実施時期に評価対象年の実績値を把握できないことから、年ごとの目標値は
前々年度の値を記入している。

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ⑨　需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革　［生産局］

施策 （１）国産農畜産物の競争力の強化

③園芸作物等の
供給力の強化

（オ）茶の輸出
額

②畜産クラス
ター構築等によ
る畜産の競争力
強化

（イ）国産食肉
の利用拡大のた
めの国産牛肉、
豚肉、鶏肉の生
産量

牛肉51万トン
豚肉131万トン
鶏肉146万トン
（平成25年度）

牛肉52万トン
豚肉131万トン
鶏肉146万トン
（平成37年度）

牛肉52万トン
豚肉131万トン
鶏肉146万トン

見直し

②畜産クラス
ター構築等によ
る畜産の競争力
強化

　人口減少・高齢化社会の一層の進展により国内消費仕向け量の減少が見込まれると
ともに、高齢化等による離農や後継者不足等を背景に農家戸数や飼養頭数が減少して
いることから、生産基盤の強化を通じた国内生産量の維持を食料・農業・農村基本計
画に合わせて目標値としていたが、生産量が目標値よりも増加した場合でも適切な評
価が行えるよう達成度合の判定方法を見直し。
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目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

（ア）農林水産
業・食品産業分
野において省力
化等に貢献する
新たなロボット
の導入機種数

－
(平成２７年度)

２０機種
（平成32年度）

10機種

（１）先端技術の活用等による生産・流通システムの革新 （３）効果的な農作業安全対策の推進

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

（イ）国際水準
ＧＡＰの認証取
得経営体数

4,500経営体
（平成28年度）

13,500経営体
（平成31年度）

5,500経営体

（２）異常気象などのリスクを軽減する技術の確立 （２）異常気象などのリスクを軽減する技術の確立

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

（ア）高温耐性
品種（水稲）作
付面積割合

6.2%
（平成27年度）

10.0%
（平成32年度）

7.0%

見直し

①高温等の影響
を回避・軽減で
きる適応技術や
品種の普及

　政策手段である産地リスク軽減技術総合対策事業が廃止となったことから、本測定
指標に対応しうる適応技術の確立状況が把握できなくなったことにより、見直すも
の。
　食料・農業・農村基本計画において、高温等の影響を回避又は軽減できる適応技術
や品種の開発と普及を推進するとされているため、高温等の影響を回避・軽減できる
適応品種や技術の導入を図っていくことが重要であることから、殆どの都道府県にお
いて栽培されており、多数の府県で白未熟粒等の高温障害の発生が報告されている水
稲について、主食用水稲の作付面積（統計部公表）に対する高温耐性品種の作付面積
（農環課調べ）の割合を指標として選定した。

施策

見直し

①高温等の影響
を回避・軽減で
きる適応技術や
品種の普及

（ア）気候変動
適応技術数

-
（平成27年度）

６技術
（平成32年度）

２技術

①省力化・低コ
スト化技術等の
導入

（エ）ガイドラ
インに則したＧ
ＡＰ導入産地割
合

23%
（平成25年度）

70%
（平成30年度）

51%

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ⑪　先端技術の活用等による生産・流通システムの革新等　［生産局］

①　農作業事故
による死亡者数
を減少

　食料・農業・農村基本計画においては、「農業者や産地において、農業生産工程管
理（GAP）の導入が進んでいるものの、取組の水準にばらつきが見られることか
ら、「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」に則した一定
水準以上のGAPの普及、拡大を推進する」こととされている。このため、「ガイド
ラインに則したGAP導入産地割合」を指標として選定していた。
　しかしながら、ガイドラインに則したGAPをさらに発展させた国際水準のGAPを
実践する農業者の拡大が重要となっているため、国際水準ＧＡＰの認証取得経営体数
として指標を再設定した。

施策

施策 （１）先端技術の活用等による生産・流通システムの革新

①省力化・低コ
スト化技術等の
導入

　ロボット技術に関する研究開発や実証等の取組の進展を踏まえて、年目標を新たに
設定した。
　年度ごとの目標値については、「ロボット新戦略」（平成27年２月日本経済再生
本部決定）で定められたKPIに基づき、研究開発や実証等の取組の進展を踏まえて、
毎年、段階的に導入機種数が増加していくものとして設定した。

（ア）農林水産
業・食品産業分
野において省力
化等に貢献する
新たなロボット
の導入機種数

－
(平成２７年度)

２０機種
（平成32年度）

－ 見直し
①省力化・低コ
スト化技術等の
導入
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目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

（イ）「地球温
暖化対策計画」
（平成28年5月
13日閣議決定）
における農地土
壌炭素吸収源対
策による土壌炭
素貯留量（吸収
量）目標の達成

757万t-CO2
(平成２５年度)

696～890万t-
CO2

（平成42年度）
708～828万t-CO2

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(ア) エコファー
マー累積新規認

定件

286,178件
（平成25年度）

323,000件
（平成31年度）

310,558件

（ア）全耕地面
積に占める有機
農業の取組面積

の割合

0.4%
（平成24年度）

1%
（平成30年度）

0.7%

(イ) 市町村にお
ける有機農業の
推進体制の整備

率

16.8%
（平成24年度）

30.0%
（平成30年度）

37.8%

施策 （２）　環境保全型農業の推進

①環境保全効果
の高い営農活動
の推進

見直し
①環境保全効果
の高い営農活動
の推進

　環境保全型農業の取組においてエコファーマー認定との関係では、環境保全型農業
直接支払交付金を受けるための必須条件としていないことや、エコファーマー認定件
数の増加に直接結びついておらず、達成状況を示す最適な指標に見直しを行うことと
した。
　また、市町村における有機農業の推進体制の整備率についても、併せて有機農産物
の生産拡大の達成状況を直接的に示す指標に見直しするため、28年度から有機農業
の取組面積に係る調査方法を見直した上で、「全耕地面積に占める有機農業の取組面
積の割合」の指標として再設定した。
※　評価実施時期に評価対象年の実績値を把握できないことから、年ごとの目標値は
前年度の値を記入している。

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ⑬　農業の自然循環機能の維持増進とコミュニケーション　［生産局］

施策 （１）　気候変動に対する緩和・適応策の推進

①省温室効果ガ
スの排出削減

－ － － － 新設
①省温室効果ガ
スの排出削減・
吸収量の確保

　「地球温暖化対策計画」（平成28年5月13日閣議決定）において、農地土壌炭素
吸収源対策により、2030年度までに696～890万t-CO2の土壌炭素貯留量（吸収
量）を目標としていることから、新たに指標として選定した。
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目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

(ｴ)　バイオマス
産業都市におけ
る産業規模

-
（-）

400億円
（37年度）

100億円

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

目標 指標
基準値

（年度・時点）
目標値

（年度）
29年度
目標値

（ア）鳥獣害防
止森林区域を設
定した市町村の
うちシカによる
新たな森林被害
発生面積が減少
した市町村の割
合

ー 対前年度以上 ー

ー ー 新設
③野生鳥獣によ
る被害対策の推
進

※　再造林を確実に実施していくためには、深刻化するシカによる食害等の対策が不
可欠であり、さらにシカ個体数の増加が推定される中、シカ被害の対策の確実な推進
が重要である。
　こうしたことから、平成28年5月の森林法改正では、重点的にシカ被害対策を講
ずるため市町村等が設定する「鳥獣害防止森林区域」に関する制度が創設された（平
成29年度施行）ところである。
　このため、「鳥獣害防止森林区域」を設定した市町村において、シカ被害に関する
施策の効果がどのように発現されたかという観点から評価できるよう当該指標を設定
した。
　各年度の目標値については、シカ被害発生面積が減少した市町村の割合を前年度よ
り増加させることとした。

※「実績値」については、評価書実施時期までに評価対象年度の実績値の把握が困難
なことから前年度実績値を用いて評価を行う。

政策分野 ⑰森林の有する多面的機能の発揮

施策 (2)再造林等適切な更新の確保

③野生鳥獣によ
る被害対策の推
進

ー ー

見直し

1　バイオマス
を活用した持続
可能な事業創出
により生み出さ
れた経済的価値
による、農業振
興や地域活性化
の実現

※　バイオマス活用推進基本計画（平成22年12月17日閣議決定）の変更が、平成
28年９月16日に閣議決定され、変更後のバイオマス活用推進基本計画において、バ
イオマスを活用した産業については、「2025年（平成37年）に5,000億円の市場
が形成」されることを掲げているところである。バイオマス活用推進基本計画に掲げ
られた農林漁業・農山漁村の活性化や新たな産業の創出の実現に向け、本施策の効果
の実態を把握するためには、バイオマスの活用により生み出された経済的価値を測る
ことが重要であることから、測定指標を「バイオマス産業都市における産業規模」に
変更することとしたい。
　目標値については、バイオマス産業の規模におけるバイオマス産業都市の寄与の度
合いを、市町村バイオマス活用推進計画数及びバイオマス産業都市の構築数より推計
し、バイオマス産業都市における産業規模を設定した。また、平成29年度から平成
37年度までの目標値の設定に当たっては、毎年度、一定数程度増加するものとして
設定した。

中目標４ 森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展

現行指標 新設・見直し等を行う指標

施策 (1)　バイオマスを機軸とする新たな産業の振興

1　バイオマス
を活用した持続
可能な事業創出
により生み出さ
れた経済的価値
による、農業振
興や地域活性化
の実現

(ｱ)　バイオマス
産業都市の構築

-
（-）

100地区
（30年度）

85地区

中目標３ 農村の振興

現行指標 新設・見直し等を行う指標

政策分野 ⑮　多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出［食料産業局］
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